
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国外財産調書                       

Ｑ：国外に一定額以上の財産がある人は書

類を提出しなければならないようになったと

か。どのようなものなのですか？                              

                                             

Ａ：年末に５千万円を超える国外財産を有

する非永住者以外の居住者は、所轄税務署長

に国外財産調書を翌年３月15日までに提出し

なければなりません。 

【解説】 

国外財産調書の提出制度は、国外財産に係

る課税の適正化の観点から、平成24年度の税

制改正で導入され、平成26年１月から施行さ

れている制度です。 

内容は、その年12月31日において、５千万

円を超える国外財産を保有する非永住者以外

の居住者は、その翌年３月31日までに国外財

産の種類、数量、価額その他必要な事項を記

載した国外財産調書を所轄税務署に提出しな

ればならないというものです。 

居住者とは、国内に住所を有し、又は現在

まで引き続いて１年以上居所を有する個人を

いい、非永住者とは、居住者のうち、日本の

国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に

おいて国内に住所又は居所を有していた期間

の合計が５年以上である個人をいいます。 

なお、国内において、継続して１年以上居

住することを通常必要とする職業を有する個

人その他一定の者については、国内に住所を

有する者と推定されることとなっています。 
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